
JP 2020-531404 A5 2020.12.17

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和2年12月17日(2020.12.17)

【公表番号】特表2020-531404(P2020-531404A)
【公表日】令和2年11月5日(2020.11.5)
【年通号数】公開・登録公報2020-045
【出願番号】特願2020-512489(P2020-512489)
【国際特許分類】
   Ｃ０５Ｇ   5/30     (2020.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０５Ｇ    5/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒状肥料コア；前記粒状肥料コアの表面に形成され、オレフィン系樹脂を含む被覆層；
および前記被覆層上に付着され、エチレンオキシド－プロピレンオキシド－エチレンオキ
シドトリ－ブロック共重合体またはプロピレンオキシド－エチレンオキシド－プロピレン
オキシドトリ－ブロック共重合体を含む液体添加剤付着層を含む、溶出制御型肥料。
【請求項２】
　前記オレフィン系樹脂は、ポリオレフィンまたはオレフィンとエチレンビニルアセテー
ト共重合体である、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項３】
　前記エチレンオキシド－プロピレンオキシド－エチレンオキシドトリ－ブロック共重合
体またはプロピレンオキシド－エチレンオキシド－プロピレンオキシドトリ－ブロック共
重合体のＨＬＢ値は、１～１０である、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項４】
　前記トリ－ブロック共重合体中のプロピレンオキシドブロックの分子量は、重量平均分
子量として９５０～４，０００である、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項５】
　前記トリ－ブロック共重合体中のプロピレンオキシドブロックが、全体トリ－ブロック
共重合体の重量に対して５０～９５重量％で含まれる、請求項１に記載の溶出制御型肥料
。
【請求項６】
　前記トリ－ブロック共重合体中のエチレンオキシドブロックの分子量は、重量平均分子
量として５０～２，０００である、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項７】
　前記トリ－ブロック共重合体中のエチレンオキシドブロックが、全体トリ－ブロック共
重合体の重量に対して５～５０重量％で含まれる、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項８】
　肥料の重量に対して０．０２５重量％～０．５重量％の添加剤を含むものである、請求
項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項９】
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　前記添加剤は、無機粉体をさらに含む、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項１０】
　前記無機粉体は、比表面積が１００ｍ２／ｇ～５００ｍ２／ｇである、請求項９に記載
の溶出制御型肥料。
【請求項１１】
　前記無機粉体の粒度が１μｍ～５００μｍである、請求項９に記載の溶出制御型肥料。
【請求項１２】
　前記無機粉体は、ヒドロキシル基を有する親水性無機粉体である、請求項９に記載の溶
出制御型肥料。
【請求項１３】
　前記無機粉体は、肥料重量に対して０．０１重量％～１重量％である、請求項９に記載
の溶出制御型肥料。
【請求項１４】
　ｉ）粒状肥料コアの表面をオレフィン系樹脂を含む被覆組成物で被覆して被覆層を形成
する段階；および
　ｉｉ）前記被覆層上をエチレンオキシド－プロピレンオキシド－エチレンオキシドトリ
－ブロック共重合体またはプロピレンオキシド－エチレンオキシド－プロピレンオキシド
トリ－ブロック共重合体を含む液体添加剤で被覆して添加剤付着層を形成する段階を含む
、溶出制御型肥料の製造方法。
【請求項１５】
　前記段階ｉｉ）は、肥料の重量に対して０．０２５重量％～０．５重量％の液体添加剤
を付加する段階を含む、請求項１４に記載の溶出制御型肥料の製造方法。
【請求項１６】
　前記段階ｉ）は、粒状肥料コアを被覆層で被覆する皮を形成することを含む、請求項１
４に記載の溶出制御型肥料の製造方法。
【請求項１７】
　前記エチレンオキシド－プロピレンオキシド－エチレンオキシドまたはプロピレンオキ
シド－エチレンオキシド－プロピレンオキシドトリ－ブロック共重合体のＨＬＢ値は１～
５であり、前記プロピレンオキシドブロックの重量平均分子量が１５００～４０００であ
る、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
【請求項１８】
　前記プロピレンオキシドブロックは、全体トリ－ブロック共重合体の重量に対して５０
～９５重量％で含まれ、前記エチレンオキシドブロックの分子量は、重量平均分子量とし
て５０～２，０００である、請求項１７に記載の溶出制御型肥料。
【請求項１９】
　前記エチレンオキシドブロックは、前記トリ－ブロック共重合全体重量に対して５～５
０重量％で含まれる、請求項１８に記載の溶出制御型肥料。
【請求項２０】
　前記被覆層は粒状肥料を被覆する皮であり、前記添加剤は皮の表面に均一に付着されて
いるものである、請求項１に記載の溶出制御型肥料。
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